
保護者　様

大阪市立友渕中学校長　水野　光章

現金徴収の方には、後日納付書をお渡しします。

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

26日（木） 27日（月） 26日（火） 26日（金） 26日（月）

生徒費 8,000 4,000

積立金 7,500 5,000 5,000 10,000 10,000

ＰＴＡ会費6口 6ヶ月分 6ヶ月分

（600円）の場合 3,600 3,600

合　　計 15,500 12,600 8,600 10,000 10,000

生徒費 8,000 6,000

積立金 8,000 8,000 8,000

ＰＴＡ会費6口 6ヶ月分 6ヶ月分

（600円）の場合 3,600 3,600

合　　計 8,000 9,600 11,600 8,000 8,000

生徒費 8,000 6,400

ＰＴＡ会費6口 6ヶ月分 6ヶ月分

（600円）の場合 3,600 3,600

合　　計 8,000 10,000 3,600

※　振替1回につき30円の手数料が必要になります。

※

※　ご不明な点等ございましたら、友渕中学校 事務室 柳瀬までご連絡ください。
　　　（TEL 06－6928－1970）
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１．納入方法

　本校では、銀行口座からの自動振替による納入をお願いしています。現金事故防止のためにも
ご協力をお願いいたします。

【取扱指定銀行：大阪信用金庫　都島支店（都島区都島北通1-11-1　℡：6922-1378）】

２．納入日（口座振替日）　　
  振替日は毎月２６日です。（銀行が休業日の場合は、翌営業日）
　再振替は行いませんので、前日までに必要な金額の入金をお願いします。

３．納入額（振替金額）　　                                         　　　　 単位：円

学校徴収金（生徒費・積立金）の納入について

記

　陽春の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申しあげます。

合　計

12,000

37,500

積立金として１年時の一泊移住・3年時の修学旅行のための費用を1・2年生で徴収しま
す。

平素は、本校の教育活動の推進にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
　さて、本年度の教育指導計画に基づいて、学校徴収金の予算を別紙予算書のとおり編成いたし
ました。つきましては、次のとおり納入いただきますようお願いいたします。
　また、経済的な理由により納入が困難な場合には、就学援助制度がありますので、学校の担当
職員までご相談ください。
　なお、納入期限までに納入がない場合は督促をさせていただきます。大阪市教育委員会の方針
により、度重なる督促となる場合には、面談による事情の聞き取りや記録簿の作成をするものと
されております。
何かとご多用のことと存じますが、納入期限には十分ご留意いただきますよう、よろしくお願い
申しあげます。
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